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論

說

盖

明

し

て

1

對

照

表

第

十
5

八
ニ 

如

し

ど

雖

第

二

の

理

由

ビ

合

せ

考

ふ

れ

ば

必

しC

然

ら

ざ

る

を

見

ん

：也
。

'

第
二
、
商
法
第
二
十
六
條

.の
規
定
が
眞
マ

」

に
簿
記
學
上
亿
所
謂
貸
借
：對
照
表
を
意
味
す
る 

も
の
な

h
 

f
せ
ば
、立
法
者
は

«

式
簿
記
の
使
用
を
想
定
し
て
之
を
規
定
せ
る
も
の
な

*
 ̂

S言 

ざ
る
可
か

&

ず
、故
に
我
部
の
商
人

.の
如
く
祓
式
簿
記
を
使
用
す
る
こ

V
J

少
き
者
は
初
め
ょ
ぅ 

興
規
定
を
遵
守
す
る
能
す
し
て
大
部
分
は
違
法
潘

5

な
る
を
免
れ
す

€

な
る
、然

，

も

如

斯

は 

到
底
立
法
の
精
神

(£
勰
め
難
き
や
勿
論
な

b

MJ
ち
複
式
簿
記
を
想
定
せ
ざ
ぅ
じ
一
證
な
る
が
、
 

複
式
簿
記
を
想
定
せ
す
し
て
は
又
れ
貸
借
對
照
表
を
說
く
能
ざ
る
が
故
に
、謂
ふ
所
の
賫
倍
對 

照
表

」

は
名
稱
は
如
何
ビ
も
あ
れ
其
實
は
資
産
負
債
表 

依
是
觀
之
、世
間
の
所
謂
貨
借
對
照
表
の
形
式
論
•に 

く

。

商
法
第
二
十
六
條
に
規
定
せ
ら
る
、
貨
借
對
照
表 

目
は

®

s

例
左

©

ft
债
双
資
本

1

例
右
側

)

に
外
な

に
外
な
ら
ざ
る
な

5
 

對
す
る
剑
定
は
次
の
如
く
な
る
ベ
し
、日
 

ど
：
は

其

實

資

產

負

偾

表

な5
、故
に
某
題 

ら
ず
其
他
の
題
目
を
附
す
る
は
誤
な
う

輿
論
政
治
と
行
政

.
村
田
：岩
次
郞

上
古
雅
典
の
官
斑
は
任
期
甚
だ
短
く
，
然
か
も
再
選 

せ

ら

る

、機
會
さ

へ
な
く
、
國
家
の
行
政
はAm

a
t
e
u
r
s

 

の
管
掌
す
る
所
に
し
ヤ
"
就
官
潘
に
於
て
も
永
く
其
の 

地
位
に
止
f

v

行
政
上
の
知
識
經
驗
を
蓄
積
す
る 

の
期
待
を
有
せ
ざi
き
。
然
か
も
是
等
のAm

a
t
e
u
r
s

 

は
別
に
郫
務
行
政
官
の
補
助
指
導
を
仰
ぎ
れ
る
に
わ
ら 

t-
o

奴
隸
を
使
用
し
て
國
家
の
雜
務
を
取
扱
は
し
め
た 

る
こ>/J

あ
^

 ̂
.時
し
て
は
公
建
設
物
の
爲
め
に
專
門 

の
建
築
家
を
採
用
す
る
等
の
事
は
之
有
ぅ
し̂
雖
"
這 

は
寧
ろ
例
外
の
場
合
に
し
て
"
原
則
ビ
し
て
は
自
由
民 

の
中
ょ
6

柚
籤
に
'て
選
ば
れ
た
る
任
期
一
年
の
官
班
が

站

九

怨
::
ニ
八
七
.

)

0

錄

與

論

政

治

と

行

政

專
務
宮
の
力
を
藉
ら雀

國
家
の
rr
政
事
務
を
處
理
し 

れ
&
し
な
h

o
公
®

の
.修
築
管
理
の
爲
め
に
專
務
の
土
丨 

木
官
有
b
し
に
あ
ら
ず
。
財
務
管
掌
の
爲
め
に
尊
務
の 

理
財
官
有
ぅ
し
に
6
ら
中
0
祖
秕
の
徵
收
支
出
、
其
他
の 

ノ
諸
事
は
多
く
の
場
合
に
於
て
堪
門
の
知
識
な
き

A
m
a

丨 

t
e
u
r
s

に
依
i

て
執
行
せ
ら
れ
き
o
當
時
雅
典
の
市
民 

,
は
信
ず
ら
く
、

「

斯
く
の
如
き
制
度
は
民
衆
政
治
に
必
製 

|

缺
く
可
か
ら
ざ
る
所
な
ぅo 

.如
何
^
な
れ
ば
斯
炉
る
制 

度
の
下
に
於
て
始
め
て
市
民
の
自
由
ど
平
等
^
を
維
持 

保
障
し
得
べ
け
れ
ば
な̂V

J

 

s

o
然
ら
ば
當
時
斯
の
制 

度
を
運
用
す
る
に
方$
て
何
等
の
不
便
な
か6
し
ゃ
ど 

云
ふ
に
、
概
し
て
成
績
良
好
な&
き
。
是
れ
蓋
し
當
時 

の
比
較
的
單
純
な
る
祉
會
に
在
り
て
は
市
民
の
日
常
生 

Z
活
に
於
け
る
知
識
ビ
經
驗

V
J

は
國
家
の
行
政
事
務
を
處 

理
す
る
に
方
ぅ
て
多
く
の
不
便
を
感
せ
し
め
ざ
り
し
に 

由
る
o

'

羅
馬
人
は
希
麻
人
程
に
民
主
的
な
る
こ
能
は
ざh 

し
^

雖
も
•

.官
職
.のs

換
を
頻
繁
R
行
ひ
し
こ
ビ
猶
希

绡
十
5

.

:
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政
治
レ
様
.政

臘
A

の

如

炉

共

和

政

時

代

.の
官
斑
は
其
の
任
期 

僅
かH

1:
年
に
し
て
、
原
則
ど
し
て
再
選
ザ
ら
る
、
こ 

S
な
か
々
し
な
i

o
事
情
斯
く
•の
如
く
な
れ
ば
何
人
も.

.

就
官
當
時
は
其
の
官
職
に
就
い
て_

^

た

る
>

@
? r

肖 

た
る
を
免
れ
ずo

然
炉
も
其
の
潜
が
退
官
し
"
若
く
は 

轉
官
せ

&

る
、
迄
に
幾
許
の
知
識
ビ
經
驗
ミ
を
得
た
る 

や

V
J

云
ふ
に
、
殆
ん
と
就
任
當
時

V
J

大
差
な
き
有
欉
な 

b

し
.

は
當
然
の
次
第V

J
#

す
べ
し
。
併
し
乍
&
此
の
制 

度
が
實
際
に
甚
し
き
不
便
な
か6

し
は
羅
馬
が
伊
太
利 

の
小
國
た
る
に
止
ま&

し
間
の
事
に
し
て
、
其
の
領
土 

の
大
に
發
展
す
る
に
至
る
や
此
の
制
度
は
勿
論
永
く
支 

持
す
可
く
も

6

ら
ざ

-

0

\

し̂
.
.

办
0
 

:
.

巾
低
紀
の
末
期
以
後
、
君
主
國
に
於
て
發
達
し
來
れ 

る
は
官
僚
の
階
級
な6

0
彼
等
は
短
期
の
就
任
を
爲
す 

A
m
a
t
e
u
r
s

に
?>
ら
ず
、
行
政
専
務
の
官
庚
に
し
て
、 

哲
主
が
獨
裁
政
治
を
行.ふ
當
面
の
機
關
な
-

己
が 

國
家
の
僕
た
る
こ
ビ
を
忘
れ
て
只
管
人
说
を
奴
隸
視
す 

.る
の
厲
*̂>
~
0
\-̂
'0
さ
れ
^
固̂
'ょ
り
輿
論
に
對
す
る
貴
任
：

第
十I

號

A
四

を
解
せ
ず
、
秘
密
の'中
に
公
務
を
處
理
し
、
繁
文
■縛
禮 

.

成
る
可
く
事
を
億
刼
に
し
てi
B尊
民
卑
の
風
を
助
長
し 

た
i
o
.

官
職
の
轉
換
を
頻
繁
に
行
ふ
こS
猶

古

代

の*:
*

の 

|

如
く
す
る
は
M

^t
政
治
の
見
地
ょ
.

CN

し
て
は
M

ま
し
き 

事
な
.る
べ
し
o

蓋
し
官
■

を
恒
久
的
な
、b
し
む
る
時
は 

時
々
變
動
ぁ
る
ベ
&
輿
論
に
對
す
る
責
任
を
徹
庇
せ
し 

む
る
こV

J

能
は
ざ
る
の
み
な.
&ず
、
官
職
を
し
て
恒
久 

一
的
な
ら
し
む
る
に
於
て
は
各
人
の
公
務
に
參
與
す
る
機 

會
を
減
少
し
"
莴
人
平
等
忙
己
れ
自
炉
ら
己
を
治
む
る 

こV
J

を
以
て
理
想
マJ

す
る
民
衆
政
治
の
原
則
に
悖
る
と 

I
,

、
な
れ
ば
也
。
若
夫
れ
各
人
に
平
等
に
國
政
參
與
の
權 

を
與
へ
ん
ど
欲
せ
ば
頻
繁
に
宵
職
の
轉
換
を
行
ふ
可 

一.
く
、’
從
つ
て
任
期
を
短
く
し> 
且
つ
同
！
人
を
し
て
同 

】
の
官
職
に
再
選
せ&

る
、
こv

j

な
か
&
し
む
る
外
他 

に
良
策
ぁ
る
可
か
ら
ず
。
喺̂

何
せ
ん
、
今
日
の
國
家 

は
.最
卑
や
市
的
國
家̂

ぁ
：&
ず
9

今
日
の
f
t會
は
最
舉
ネ 

:.

.
ゃ

舊

勝0
*

會(
の

如

く
1
1 -
な

ら

令
0
,
規

代

國

家

の

導

.

業
«
烦
‘る
多
岐
多
.端
.に
.1:
れ
り
。
國
家
ビ
國
家
ビ
の
關 

係
"

國
家
S

A
民
す
の
關
係
、
國
家
ビ
公
共
圆
體
牟
の 

關
.係
"

公
共
酿
體
相
互
の
.關
係
，
公
共
W
體
地
方
公 

Rv
j

の
關
係
、
賊
家
.的
事
業
ヾ」

叔
營
學
業
'マ

j

の
.關
係
等 

互
に
相
交
錯
せ
る
®
み
な
&
中
、
行
政
#
部
.の
.事
務
は 

彌
I
分
岐
し
て
•公
的
生
活
^
私
的
生
活
ど
の
間
隔
は
愈
二 

ょ
®

し
く
、.
益
々
大
な
h

p
勿
論】

方
に
於
て
社
會
の 

事
情
の
祓
雜
ど
な
るw

共
に
、
他
の
：

1

方
に
於
て
は
人 

玛
の
關
杧
敎
育
も
普
及
し
、
知
雜
媒
介
の
機
關
も
亦
十 

分
に
備
は
，る
に
至
れ
る
が
故
杞
> 

1

見
互
に
相
殺
し
て 

過
不
足
な
き
に
似
れ
ぅ
ビ
雖
も
"
言
は
ぃ
敎
育
の
普
及
一 

は
平
而
的
记
し
て
"

社
會
の
發
達
は
立
，體
的
な
6

0
旣 

R

私
的
生
浩V」

公
的
生
活V」

の
-間

に

多

大

の

，徑

庭

を

存

\ 

す
.
.る
以
上
"
.素
人
政
治
に
對
す
る
.制
限
は
事
實
上
存
す
. 

る
も
の
ど
斷
富
ぜ
ざ
る
を
得
す
。
今
日
の
®
•
家
は
遂
に 

雅
典
te
-る
能
は
ず
"
然
か
も
.之
5
同
時E

吾
人
.は
.終
に 

雅
典
の
市
段
を
忘
る
ゝ
餡
は
ざ
る
f

o

何

が

.故

に

然 

る
か
？
吾
人
は
，自
由
を
.欲
ず
れ
ぱ
«

か
0

吾
人
は
官
僚 

'第

九

潘

(

H
I
A九)

m

0 

'輿
論
政
.治
き
行
缺

.政
治
の
弊
I
Mを

知

れ

ば

な

吾

人

は

輿

論.の
權
威
を
. 

認
む
れ
ば
な
が
o

然
&
ば
則
も
吾
人
は
行
轉
の
效
果
如 

何
を
敢
て
顧
慮
す
る.こ
这
な
く
R

管
輿
論
に
對
す
る
實 

任
を
徹
鹿
せ
'し
む
る
こ
^

に
0'
み
腐
心
ず
可
き
か?
或
' 

は
又
行
政
の
效
果
を
擧
ぐ
る
が
爲
め
に
は
輿
論
の
權
威
. 

を
も
如
視
し
.て
可
な
る
か
.？

國
家
行
政
の
根
本
主
義
に
ニ
有h

o
國
家
の
執
行
機
：
 

關
に
附
與
す
る
に
廣
汎
な
る
觸
立
處
分
權
を
以
て
し
、
 

其
の
鋳
越
な
る
.地
位
を
保
障
す
る
主
義
ビ
、
他
の
國
家 

.機
關
殊
に
立
法
機_
を
し
て
執
行
機
關
に
大
な
る
制
難. 

を
加
へ
し
め
"

以
て
其
の
行
11
を
嚴
格
に
枸
朿
せ
ん
ヾ
し 

す
.る
'主
義
ど
'即
ち
是
れ
.な
h

o
第1

の
主
義
を
採
用
す

-る 
國
家
に
於
て
は
階
級
組
織
の
営
廳
有
免
て
ノ
下
官
は 

:

上
官
の
命
令
に
服
.從
し
，，
上
官
は'下
官
の
行
動
を
i

 

it
督
す
る
を
以
て
其
の
任
？
な
し
、
官
僚
は
栩
寄
つ
て 

J

種
特
別
.の
.天
地
を
開
き
、1

般
祉
會
に
對
し
て
は
自 

力
ら
、*
^
^
.尊
^
.の
.
^
係̂
3>
.る
.ヵ
如
バ
ぐ
思'惟
せ
.
^

V.

る
>
^

 

常
苳
す
。
第
，

1
1

の
.主
_

を
梂
用
す
る
_

家
に
在
$

て
も
'

维
屮
.コ
號
.
.
.
A
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錄
へ
輿
論
政
治
と
行
政

猶
階
級
組
織
の
官
廳
を
存
す
る
を
妨
げ
ず
雖
も
、
政 

府
の
宮
斑
は
一
般
人
民R
對
し
て
#

卑
の
關
係
ゎ
り
 ̂

思
惟
せ
ら
る
\

こv
j

な
く
、
絕
1

す
民
.意
を
代
表
す
る 

立
法
機
關
の
制
W

を
受
け
"
法
規
は
官
民
を
平
等
に
韉 

束
す
る
も
のV」

看
做
さ
る
、
な
ぅ
。
第一

の
主
義
に
在 

つ
て
は
官
僚
政
治
の
弊
を
免
れ
麵
く
，
第
二
の
主
義
に
. 

在
つ
て
は
政
黨
政
治
の
弱
點
を
暴
露
し
易
し0 

\ 

普
#

西
は
政
體
上
'

立
憲
君
主
國
な
ぅ
ビ
雖
も"
行
:'
一
 

政
府
は
立
法
府
に
對
し
て
優
越
な
る
地
位
を
有
し"
同

.

| 

國
の
憲
法
は
歐
洲
諸
國
の
憲
法
中
最
も
保
守
的
な
A
s
. 

思
惟
せ
ら
る
、
程
な
れ
ば
、
同
國
が
前
記
第
一
の
典
型 

に
®

す
る
こ
疑
を
容
れ
す
o 

j 

怫
蘭
西
の
大
統
領
は
國
會
兩
院
合
同
の
會
議
紀
於
て

I 

選
擧
せ
ら
れ
、
英
國
王
の
威
嚴
な
く"
同
時
に
北
米
合\ 

衆
國
の
大
統
領
の
如
く
國
會
に
對
し
て
獨
立
の
地
位
を 

荷
す
る
こV」

な
し
。
又
怫
蘭
西
の
內
閣
は
其
.の
背
後
に 

强
大
な
る
政
黨
の
後
援
ぁ
る
に
ゎ
ら
ず
、
從
つ
て
提
携 

各
派
:0
'*
合
集
散
は
直
接
內
開0
運

命

を

左

.：
右

す

可

绾
：十

i

號
.

.

八
六

ぐ
？
殊
に
'

Interpellation

の
制
‘度
は
內
間
の
地
位
を

一 

層
薄
顧
な
.ら
し
め
f

o

佛
國
に
於
.て
.は
行
政
府
の
埤 

位r

立
法
府
に
對
し
て
餘§
rc
r#
_
な
，
 ̂

V
V
謂
.
ふ
ベ 

し
。
其
の
第
一1

稱
に
屬
す
る
こ
マ」

明
か
な
&
ビ
»
も
1 

之
を
英
國VJ 

•比
較
す
る
時
は
其
の
間
大
な
る
徑E
の
#
ハ
 

す
る
こ
ヾ」

を
知
る
可
き
な
6

0
何V

J

な
れ
ば
侧
國
に
狂
，
 

ぅ
て
は
行
政
®

®
の
獨
立
處
分
權
の
範
圍
ば
英
國
に
於. 

け
る
も
迤
か
に
大
な
る
の
み
な
ら
ず
、
佛
國
の
官
班
は 

行
政
裁
刺
所
な
る
特
別
の
裁
判
機
關
の
判
決
を
受
く
る 

の
利
益
を
有
す
れ
ば
な6
0 

/

Asl:.V
I

r
e
s ministres 

sont soiiaairement: re- 

spoasables 

devant 

l
e
s
r
l
l
a
m
b
r
e
s

 

d(v 

la 

poiitiqne 

g
e
n
e
r
a
l

 

d
u

 

gouvenle- 

m
e
n
t
'

n>
t mdiviciuellement 

d
e

 

i
s
r

 

sictes personnels,

(
JLOl 

relative 

a

 

I
/
O
r
g
a
n

一

sation 

des, 

Pouvoirs 

puaiics}

.

.英
吉
利
.の
國
會
は
所
！

i
.

虫
權
機
關
に
し
て
房
子
を
女 

子
？
し
"

女
子
を
劣
子
ど
す
る
以
外
の
离
^
を
爲
し
得

ベ
しo

 ;

然
れ
ど
.も
內
間
は
單
に
議
會
に1從
屬
す
る
の
機 

關
た
る
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
議
會
を
左
右
し
得
る
の
地 

位
に
在
b

o
此
點
に
關
す
るAl

s
t
o
n
.

氏
の
說
明
は
甚 

だ
巧
妙
な
b

o
左
に
摘
記
す
べ
し
。

'

「

若
し
も
一
一
十
世
紀
の
英
國
の
首
相
^
古
代
の
都
市 

的
國
家
の
政
治
家
"

例
へ
ば
。へ
リ
ク
レ
ス
の
如
き
人 

物v
j

を
比
較
し
れ
な
ら
ば
"
前
者
の
地
位
が
後
者
ょ 

ぅ
も
遙
炉
に
安
固
で
わ
る
こ
ミ
を
知
る
で
わ
ら
ぅ
。 

是
れ
に
は
明
白
な
理
由
が
有
る
。
英
國
の
首
相
は
ニ 

人
の
主
人
に
仕
へ
るo(

1

つ
は
國
民
で1

つ
は
_

t
 

で
6

な〕

若
し
も
議
會
が
自
分
に
反
對
の
滤
度
を
採 

つ
れ
な
ら
ば
.之
を
解
散
し
て
全
國
民
に
訴
へ
る
こ

W

 

が
出
來
る
。
之
ビ
同
時
に
'若
し
も
議
會
が
自
分
に
與 

す
る
な
ら
ば
國
民
一
般
の
感
情
に
は
頓
着
な
し
に
行

動
す
る
こ
'

V
J

が
出
來
る
の
で
あ
る
。

(Alston, M
o
d
e
m

 Constit

口

tios, p'24).

英
國
の
內
開
は
怫
_
西
の
內
関
ど
は
異
な
り
頻
々
た 

る
页
选
な
し
。
是
れ
蓋
し
興
の
背
後
に
強
大
な
る
政
黨

鳐

九

飴
2

ニ

九

こ
雜

錄
輿
論
政
治
と
行
政

の
後
援
あ
る
が
爲
め
に
し
て
、
其
の
地
位
が
小
黨
派
の 

提
携
に
基
礎
を
置
く
内
閣
に
比
じ
て
鐵
炉
に
强
固
な
る 

は
自
然
の
數
^

云
は
ざ
る
を
得
す0
要
す
る
に
英
國
の 

制
度
は
前
記
第
二
の
典
型
に
屬
す
る
こ
ど
明
か
に
し 

,

て
ノ
政
黨
政
治
の
長
所
を
發
挪
し
得
る
ど
同
時
に、1 

I

旦
其
の
運
用
を
誤
ま
る
時
は
其
の
弊
害
も
亦
決
し
て
尠 

；

少
に
わ
ら
ざ
る
な
h
o 
.是
れ
英
國
の
制
度
を
模
倣
せ
ん 

j

ど
す
る
英
國
以
外
の
國
民
の
周
到
の
用
意
を
要
す
る
點 

I

な
ぅ
。

北
米
合
衆
國
に
就
い
て
は
特
殊
の
說
明
を
要
す
。
興 

故
如
何
ど
云
ふ
に
，
同
國
に
在
ぅ
て
は
行
政
府
は
立
法 

府
ょ
り
全
然
.獨
立
し
、
前
記
第1

の
主
美
を
採
用
せ
る 

\

國
家V

J

何
等
選
ぶ
所
な
き
が
如
し
ビ
雜
も"
其
の
實
_
 

\

に
於
て
は
著
し
き
相
違
有
ヴ
て
、
官
僚
政
治
の
弊
を
生 

す
る
こ
^
.
な
く 
•
却
つ
て
政
黨
政
治
の
弊
を
坐
じ
れ
る 

苦
き
經
驗
さ
へ
之
有
れ
ば
な-
。̂
北
米
.合
衆
國
の
大
統
. 

輯
は
人
民
の
公
選
に
係
る̂

云
ふ
£

雖
も
"
實
際
に
於 

て
は
政
黨
の
推
選
に
依
つ
て
決
定
せ
ら
る
、
の
荷
様
な

.

第
十
5

.

.
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绺
九
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一
ニ
九
ニ)

雜

錄

奥

論

政

治

と

行

政

れ
ば
大
統
領
の
選
擧
は.黨
派
.の
影
響
を
«
接
は
受
く
：る
. 

こ
^
明
&
な
$

0
灭
間
員
は
總
.

T

て
太
統
領
•の
指
揮
に 

服
し
，
其
.の
手
足
た
る
を
以
て.甘
ん
#
ざ

る

可

か

ら 

t

故
に
大
統
領
.及
び
間
員
は
議
會
に
對
し
て
貴
を
餞 

ふ
に
お
ら
ず
"
政
黨
を
通
じ
て
人
民
に
對
し
て
責
任
を
.一
 

負
攆
す
.る
も
の
ビ
解
す
可
き'な
h

Q
從
つ
て
行
敗
府
は\ 

獨
立
.の
地
位
を
保
有
す
る
に
拘
は
ら
ず
、
黨
派
的
勢
力
■一
 

の
侵
入
を
見
る
に
至
る
な6
0 H

a
l
t

氏
は
其
蓊
に
係\ 

か

る
1
書
に
次
の
如
く
述
べ
れ
が0 

:

'

二 

「

所
謂
'ヌ
ボ
ィ
ル
ス
®
シ
ス
テ
ム
がJa

c
k
s
o
n

時

代| 

は
行
は
れ
て
以
來
'
政
府
の
更
迭
#
に
各
階
級
の
官
一 

斑
の
大
觅
迭
を
行
ふ
こ
ど
が
始
つf
t
o夹

れ
は
是
等j 

の
官
斑
が
時
の
大
統
領
の
政
見
を
容
れ
な
い
か
ら
ミ.
 

云
ふ
理
*

に
基
ぃ
化
0-
'
で
ゎ
る
。J

a
e
k
s
o
n

時

代

か\

'
ら

A
r
t
h
u
r

時
代
に
茧
る
ま
で
四
年
每
に
官
斑0
大 

.
萸
迭
が
行
ば
れ
铊
爲
め
に
行
政
官
の
性
袼
の
隨
落
を 

見
る
に
至
つ
ft
J
云
々
。
.

(Actaal G
o
v
e
r
n
m
B
V
^
-
287 

ド
：

第
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號
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八

又
：

L
o
w
l
l

氏
は
韋
へ
女 

■
H
民
衆
政
治
.の
歷
史
.を
”

1

瞥
し
て
も
^
か
る
こ
^
で 

:

ぁ

為

、.

大
國
の
人
民
全
體
が
實
除
^
政
治
を
左
右 

す
る
こ
^
な
く
？
又
灰
右
す
る
こ
ど
は
出
來
ぬ
の
で 

わ
る
。
を
こ
で
實
際
の
政
治
は
政
黨
に
侬
つ
て
行
は 

'
れ
"
然
炉
も
政
黨
の
行
動
は
多
少
輿
論
の
影
響
を
受 

ぐ
る
に
せ
ょ
？
決
し
て
全
然
輿
論
に
依
つ
て
指
導
さ 

れ
る
譯
で
は
な
'いJ. 

o

(
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 a
n
d

 Parties in 

Continental E
u
r
o
p
e
-
V
O
L

 

1
,
P. 69}

政
黨
の
勢
力
强
大
^
な
6
ノ
國
尻
的
政
黨
I
る
實
カ
を 

備
•ふ
る
に
茔
ら
ん
こ
ぢ
は
立
憲
政
治
家
の
希
望
す
冬
所 

に
し
で
，

吾
人
^
此
の
鮮
に
付
て
些
の
不
滿
を
感
す
る 

こ
ど
な
し
ど
雖
も
、
然
炉
も
政
黨
の
勢
カ
に
付
い
て
も 

0

か
&
限
界
.の
存
す
可
き
も
办
な
る
こ
ビ
を
：̂

^
せ
ざ 

る
可
か
ら
ず
。
政
»
.
の
勢
ガ
に
對
ず
る
最
も
著
し
き
制 

限
は
同
法
0
區
域
_に
.於
て
先
♦つ
之
を
見
る
.
o議
會
中 
>似 

勢
.ガ
.の
移
動
ざ
典
に
時
‘の

政

府

の

政

策

、に

移

勸

-̂
坐

ず

る
は
祉
會
の
輿
論
代
順
應
す
る
至
當
の
經

.過
，，」

見

る

可
 

き
も
.の
な
る
も
，
同
法
の
作
用
が
政
界@
變

動

^

沒

交 

步
な
ら
ざ
る
可
炉
&
ざ
る
は
菏
法
其
も
の
 

>性
質
ょ
&
 

し
て
自
明
の
事
な
ぅo
然
ら
ば
黧
派
的
勢
力
は
行
政
の 

®
圍
.に
«•
入
し
得
る
'か
o
吾
人
は
斯
の
場
合
を
ニ
に
分 

つ

て
解
答
す
べ
し
。
即
ち
主
動
的
行
政
機
關R
對
す
る 

場
合
ビ
從
的
行
政
機
關
に
對
す
る
場
合式
是
れ
な
h
o J 

英
國
に
於
て
は
第
十
七
世
紀
の
大
政
華
の
後
、
，國
會
の 

£

«
機
關
ft
る
こ
，ビ1

般
に
承
認
せ
ら
れ
、Si 

anti

"?- 

uitaitem snect

cclSJ 

est v̂
ustissktlaj 

si 

digili&tem) 

est 

h
o
n
o
m

cr.ssima; 

si 

^

.

n

o

y

l
 

s
 

capacissima 

な
る
語
の
適
切
な
る
を
思
は
し
む0
而
し
て
內
開
は 

Bageliot 

氏
の
言
へ
る
如
く
>

byplien that ‘joins, 

a

 bdckle that fastens, 

the 

executive 

aa'
d legislative 

t
o
g
e
t
h
e
r

ft
'
る
地
位
に
在
5
 

*
,
下

院
^'
數

黨

の

赛

眞

會
 

W

も
見
ら
る 

>
も
の
な
れ
ば
政
黨
勢
力
は
直
接
主
動
櫞 

關
に
及
ぶ
べ
し
。
是
れ
立
憲
政
治
の
見
地'^
6
1>
て
希 

盤
す
可
き
こ
(£
:

^

6

0さ
&

^
ら
是
れ
主
寥
機
關
に
就

第九卷ニ

 

ニ九

5

雜錄輿論政始と行政

P

0
み
言
び
#
る
こ
.̂
^
し
て
、
此
，の
原
則̂

從
«
る 

狞
政
機
關
’に
爻
で
及
ぽ
す
こ
ビ
は
斷
じ
て
不
可
な&
o 

若
D

此
の
點
に
留
意
す
る
所
な
か
ら
ん
か
"
ス
ボ
ィ
火 

'ス
0
シ
ス
テ
ム
の
弊
は
立
ろ
に
生
ず
べ
しo
此

の|

事 

|

に
^
：'い
で
最
も
.

§
2

き
經
驗
を
有
す
る
も
の
は
北
米
合
衆 

國
？

。

一
 

八
_
 

t年

、

合

衆

國

の

代

_

院

調

森

委

農 

，は
次
の
如
き
.報
吿
を
公
に
し
た
0
0 

i 

T
h
e

 

habit 

of applying 

niere 

political 

tests 
I 

to 

the 

m
a
s
s

 

of 

appointments 

is 

believed 

t
o

cr
 ̂injurious 

to the 

pubiie 

service, 

b
y

 

often 

£liing 

$
b̂
o
r
t
a
n
t

 offices 

^
O
O
B
I 

petent 

me
n
.

Beport, u. S'G. S. c)

炉
く
てI.

八
.五
三
年
に
は
資
格
檄
定
試
驗
の
規
定
を
設 

一
け
、
®
に一

八
七
ニ
年
に
は
公
開
競
爭
試
驗
制
度
を
設 

く
-る
に
至
れ
&

o1

八
八
三
年
以
後
は
益
冷
此
の
制
度 

を
;1
張
し
、
今
0'
^
於
.て
«.
八
离
七
千
稃
.の
宫
職
は 

Civil 

^

の
变
»
を
受
ぐ
0 

,

要
ず
る
^
主
動
的
行
政
機
關
は
民
意
に
從
ふ
て
國
家

热
t1

號 

f



婼

九

卷

(

一
二
九
四)

.

雑

級

歟
蹢
政
饴
と
行
政

、

の
政
策
を
決
定
す
る
の
必
要
あ
な
も
、
■從
れ
る
執
行
機 

關
に
在
り
て
は
然
らt

o
從
た
る
機
關
は
主
れ
る
機
關 

の
決
定
し
た
る
範
阓
內
に
於
て
行
動
す
る
に
過
ぎ
ざ
れ 

ば
f

o

« ;
者
は
後
者
ビ
異
な
令
、
議
會
中
心
勢
力
の 

移
動
ど
沒
交
渉
な
る
可
く
"

又
沒
交
涉
な
ら
し
め
て
只 

管
行
敗
的
效
粜
を
擧
ぐ
る
こ
ど
に
黽
め
し
め
ざ
る
可
か

I 

ら
-t'
o

從
つ
て
政
黨
の
勢
力
は
從
れ
る
執
行
^
自

に

及I 

ふ
可
か
ら
ず
マ
し
斷
定
せ
ざ
る
を#
ざ
る
な
-
0
\
0 

■ 

或
は
政
黨
を
蛇
蝎
視
す
る
人
士
有
&

て
"

黨
派
的
勢
一 

カ
は
主
動
機
掘
に
も
及
ぶ
可
か
ら
ず
ビ
主
張
す
る
や
も 

知
れ
ず
。
然
れ
.と
も
是
れ
固
ょ
6

誤
ま
れ
ぅ
o

或

は

又| 

ゎ
が
憲
法
學
潘
の
中
に
は
大
踣
の
任
免
は
天
皇
の
大
權

I 

に
属
す
る
も
の
な
れ
ば
ノ
多
數
黨
ょ
ゲ
大
臣
を
擧
ぐ
べ 

し
:̂
云
ふ
議
論
を
^

認
す
る
も
の
も
あ
ら
ん0
然

れ

ど( 

も
這
は
憲
法
論
^
政
治
論
ヾ」

を
混
同
し
れ
る

誤
ま
.れ
る 

反
駁
に
し
て
憲
法
上
梦
數
黨
議
貴
を
大
臣
に
任
免
す
.る 

の
義
務
天
皇
^

わ
る
こ
ビ
な
ぐ
、
、.立
憲
政
治
0
見
地
ょ
' 

6

す
れ
ば
大
臣
は
悉
く
之
を
#
數
黨
の
議
員
の
中
に
求

第
十一

號 

九
〇 

む
可
き
も
の
な
ぅ
o
: 

‘ ，

以
上
は
中
央
行
政
機
關
ミ
政
黨
ミ
の
關
係
に
付
て
述 

ベ
た
る
も
®
な
る
も
、
尙
ほ
中
央
政
黨
ど
地
方
自
治
體 

地
方
政
黨
ど
地
方
斑
員
ど
の
：關
係
に
付
て

】

言

す

，ベ 

し
。和

も
何
か
故
に
自
治
體
を
觀
む
る
や
？
或
る
圓
體
の 

利
害
は
其
の
關
體
自
身
最
も
好
く
之
を
知
る
、
從
つ
て 

其
の
團
體
の
事
務
は.關
體
@
身
を
し
て
掌
理
せし
む

る 

に
若
か
ず
"
殊
に
地
方
行
政
を
地
方
の
公
民
に
委
ぬ
る 

時
は
自
か
ら
地
方
人
の
公
典
心
を
涵
養
す
る
こ

V
J

を
#
 

ベ
く
"
又
是
れ
國
家
に
取
h

て
も
利
便
少
な
か
ら
、ざ
る 

が
爲
め
な
6

0
自
治
體
を
認
む
る
理
由
斯
く
の
如
く
な 

れ

ば

.、苟
く
も
國
家
の
^
害
^
甚
し

く
背
馳
せ
ざ
る
®
 

6
は
"
國
家
は
自
治
體
の
行
政
に
容
駿
す
可
か
ら
ず
。 

是
れ
自
明
の
事
な
A

O
然
れ
と
も
是
れ
の
み
に
て
は
未 

だ
以
で
眞
に
自
治
體
の
獨
立
有6
マ

J

云

ふ

こ

ビ

を

得 

ず
？
蓋
じ
政
治
の*
際
は
政
黨
の
關
係
に
依h
て
.左
右 

せ
ら
る
、
を

常

す

れ

ば

、
若
し
中
央
の
鐵
派
が
自
治

1

の
行
動
.を
制
鹖
す
.る
こ
.€'
之
有
ら
ん
か
、
' 實
滕
0
自
' 

治
體
.の
«
立
わ
-う
ヒ
云
ふ
こ$
を
得
ざ
る
な
i

o
加
之 

國
家
的
間
題
で
地
方
問
題

V
J

は
常
に
其
の
性
質
を
同
ラ 

す
る
も
の
^
云
ふ
^
得
ず
o

故
に
國
家
的
問
題
に
就
い 

て
は
甲
黨
の
.政
策
に
，賛
す
る
者
が
地
方
間
題
に
付
て
は 

印
，つ
て
こ
黨
の
主
張
に
同
ず
る
こ
ビ6
る
可
く
"
又
之 

VJ

反
對
R
地
方
問
題
に
付
い
て
は
甲
黨
の
主
張
を
賛
す 

る
も
の
が
"
國
家
调
題
亿
關
し
て
は
甲
黨
に
反
對
の
意 

見
を
荷
す
る
こ
'
あ
る
ベ
し
。
Jl
-
b-0
一
 

事
を
以
て
す
る 

も
中
央
の
諸
黨
派
が
地
方
の
選
擧
に
容
蟓
し
"
中
央
の 

多
數
黨
が
同
時
に
地
方
の
多
數
黨
れ
ら
ん
ど
し
"
或
は 

又
地
方
選
擧
の
成
敗
を
以
て
中
央
罾
に
於
け
る
政
黨 

の
地
立
■を
卜
せ
んV」

す
る
が
如
き
は
誤
れ
る
こ̂

0
白 

な
う
。M

U
R
O

氏
の
歐
洲
市
政
論
に
次
の
言
有
うo 

-「

合
衆
國
の
政
黨
の
狀
況
に
付
い
て
知
る
所
あ
る
人 

.
\々

は
中
央
の
諸
政
黨
が
地
方
霞
體
の
議
員
選
擧
に
も 

.
屢
々
干
涉
レ
、
容
_
す
る
こ
を
知
つ
て
居
や
う
。

併
し
英
國
の
政
黨
は
殆
ん

V」

全
ぐ
地
方
の
選
擧
に
は

第

九

餘(
〗

ニ
九
5

雑錄輿論政治と行政

干

渉

し

な

い

.

V」

言

つ

て

.ょ

，い
o 
.地
方
•.の諸
*
派
は
地 

'
方
議
員
の
選
擧
に
付
い
て
は
自
主
權.を
持
'つ
て
居
る 

か

ら

'で̂

る
：o
.此
の
重
©

な

る1

點
に
於
て
都
市
獨 

立
の
原
财
は
論
理
的
に
賞
徹
さ.れ
て
居
る
。
而
し
て 

一
.

■

其
の
結
，果
は
申
分
な
い

」

一
 

(
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 of European Cities, p. 247)

|

次

に1

考
す
可
き
は
"
地
方
の
黨
派
ど
地
方
斑
員
ど
の 

關
菡
是
れ
な
h

o
例
へ
ば
市
看
に
於
け
る
中
心
勢
力
の 

移
動
^

共
に
地
方
逛
員
の
大
页
迭
を
行
ふ
が
如
き
は" 

決
し
て
都
市
行
政
の
成
績
を
擧
ぐ
る
所
以
に
あ
ら
ざ
る 

.な

b
o
.此
の
點
に
於
て
も
®
米
利
加
の
都
市
は
苦
き
經 

驗
を
嘗
め
た
ぅ
°

從
つ
て
之
が
織
疋
策
に
，付
い
て
は
熱 

心
^
講
究
せ
ら
る
、
所
办
り
し
も
、
玆
に
は
最
近
採. ^

\ 

せ
ら
^

;2
る 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 

b
y

 

c
o
m
m
i
s
s
i
o
n

、に
^
い 

て1

言
す
べ
し
。
此
の
制
度
の
畏
所
は
市
の
立
法
並
に 

行
政
的
事
務
を
公
選
に
係
る
一.
理
事
會
の
手
に
委
ね"
. 

之
に
全
權
力

を

集
中
す
るVJ

共
に
全
責
任
を
も

魚
擔
サ 

し
め
んW

す

る

點
に
茌
h
て

存
す
o
,此
の
制
度
は
始
め

第
十I

號 

九〗 

,
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九

怨(
1

ニ
九
六)

0

錄
輿
論
政
治
と
行
政 

T'
o
a
l
v
e
s
t
o
n

市
^

就
み
ら
れ
た
る
所
に
し
て
>
市
長 

は
：(

理
事
の1

人)

四
千
圃
の
俸
給
を
受
け
’
ニ
日
六 

時
間
は
市
の
事
務
を
執
る
の
義
務
有
かo
他
の
_
事
は 

ニ
千
闼
百
圆
の
俸
給
を
得
て
ーH -
'

ニ

時

間

の

執

務

義

務
 

有
ぅ
。
同
市
に
次
で
同
じ
制
度
を
採
用
し
た
るff
i

i
丨 

t
o
n

市
に
於
て
は
双
に
市
長
に#
給
を
增
加
し
て
IS
M
 

ビ
な
し

"

S

ら
市
の
事
務
に
鞅
掌
す
る
こ
を
规
定
し 

た
か
。
此
の
俸
給
制
度
の
眼
目
.は
斯
ぐ
の
如
く
し
て
成 

る
可
く
優
良
な
る
班
員
を
得
、
都
市
行
政
の
成
績
を
舉 

げ
ん
ビ
す
る
に
わ
ぅ
し
に
ビ
明
白
な
る
が
、
旣
に
，公
選 

制
度
が
優
良
な
る
璐
員
を
得
る
に
適
せ
ず

V
J

す
れ
ば
、 

俸
給
制
度
に
就
て
大
な
る
期
待
を
爲
す
能
は
す0 

'
L
o
w
d
i

氏
も
亦
^

左
の
如
く
言
へ
A

，

「

、公
選
は
'老
線
'©
る
斑
員
を
得
る
方
法
ビ
し
て
は
甚 

だ
拙
で
ぁ
るo

縱
令
人
K
は
人
の
知
®
的
道
徳
的
性 

能
を
到
定
し
得
冬
ビ
ず
る
も
、
斑
員
ビ
し
 

'て
の
»

«
 

.
を
十
分
に
調
蜜
す
る
の
機
關V
餘
暇
も
な
い
の
.で
ぁ 

を
0
然
る
.に：1

定
の
機
關
が
邀
員
を
選
定
：す
る
の
で

辩
十
5
 

九
！

一

'

ぁ
れ
ぼ
多
ぐ
の
候
補
者
に
付
て
試
考
し
、
多
く
の
©
 

材

は

依

っ

て

曲

，
の

技

能

を

刹

定

し

得

：る

。

殊

祀

礙

啟 

■

匁
る
斑
員
は
選
擧
場
裡
R
,
立
づ
こ
^
を
忌
避
す
る
傾 

が
^

ふ
の
で
.ぁ
る
。
ー.

(A- p. s. BevJew, vol. VII: P. 61).

iL
方
の
®

員
力
公
#
^
係
る
か
爲
め
に
黨
派
の
影®
{を
.. 

受
く
.る
と
大
な
6

ビ
せ
ば
、
是

れ

所

謂Po
l
i
t
i
c
s

匕 

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n

ビ
の
浪
同
を
來
す
所
以
に
し
て
。
斷
じ'
 

て
不
可
な
6
.
0英
國
の
都
市
•に
於
て
は
ヽ
市
會
は
«
決 

.機
關
た
る
ど
同
時
に
執
行
機
關
に
し
て
單R
制
宛
の
上 

ょ
ぅ
見
れ
は
所
謂
政
治ぐし
行
政
^

の
混
淆
を
見
る
可
き
，
 

■が
如
し
^

雖
も
"
實
際
に
其
弊
な
き
は
英
國
人
が
元
來 

自
治
的
國
民
れ
6

、
市
说
た
も
に
適
應
せ
る
性
格
を
有 

す
る
が
爲
め
R

し
て
i

吾
人
0'
羨
■

に
«

へ
ざ
る
所
な
- 

6
^
0制
度
の
外
形
を
模
倣
ず
る
は
容
易
な
る
も、• 
0

0

,
 

根
本
精
輝
を
.感
得
す
る
.ば
難
し
。
‘予
は
方
ちI

b
w
e
l
i

 

氏
0

次
0'
.語
を
以
て
本
稿
を
結
ば
ん
ど
す

o

-
T
h
e
r
e

 are 

said to 

b
e
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h
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第

十

九

世

^

に

於

け

る

獨

逸
 

經

濟

發

達

の

1
:

斑

s

)

.

•
’ 

高

島

佐

1

郞

.

.

目

次

.

(

六)

大
工
織
^
と
.資
本
輸S

主
.峩 

’

(

七)

交
通
^
の

發

連
.

(

其
5

さ
て
工
業
の
偉
大
な
る
發
達
は
人
ロ
の
地
理
的
救
に 

«

業
的
配
饅
を
變
遷
せ
し
め
^
グ
9

獨
立
の
商
質
及
職 

X

は
敬
.
a
し
れ
る
ミ
同
.

〗

it
例
を
以
て
賃
銀
に
衣
食
す 

る
從
屬
的
勞
働
潜
は
激
增
し
".■大

都
會
及
工
業
都
市
は 

靜
止
'せ

ざ

る

输
s
級
の
大
人
a
を
包
容
す
る
R

M
 

又

農

村

人

ロ

を

_

牲
'£
し

て

エ

業

人

ロ

を

助

長

し

. 

tt
&

o
爾
餘
の
西
歐
諸
國
に
於
：て
も
均
し
く
顯
著
な
る 

R
茧
れ
る
坻
填
向
は
、.
左
の
普
魯
西
の
總
人
口
中
農
棘

從
業
考
が
連
年
遞
減
の
趨
勢
を
纖
續
ぜMる
統
It
成
明
な 

f

即
ち|

 
A

1:六
年
忙
は
農
林
從
業
潘
は
總
人
ロ
の 

七
割
八
分
を
占
め̂

办
し
が
ゝ
1
‘八
四
九
年
に
«
六
密 

四
分
、
1
ん
六
七
年
に
:^
四
割
八
分
"
’1

八

八

ニ

‘
年

に 

は
®

割
ニ
.分
五
厘
、1

八
九
芄
年
虹
は
三
割
五
厘
七
分 

。
瓦
毛
、
今
や
僅
に
總
人
口
の
ニ
割
七
分
な
る
を
示
せ
&
 

j

而
し
是
れ
實
に
エ
ッ
セ
ン"
'ド
，
ト
ム
ン
ド
1
ホ
1

シ
江 

ム，
マ
ン
、

V

ィ
ム
'等
の
工
業
諸
都
市
に
現
は
れ
れ
る
急 

調
無
前
の
發
逄
膨
脹
を
說

P

す
る
も
の
な
"
^
雖.

も"

遷
の
如
き
は
左
じ
て
»
異
す
可
き
を
見
ざる
可
しo

 

g

 

ち

f

九
〇
|
年
^
於
て
旣
に」

其
總
人
ロ
の
ニ
割
五
分
は 

大
偷
敦
の1

都
會
に
集
中
せ
ら
れ
れ
る
を
發
見
す
可
け 

R
ば
な
b

o
換
言
す
れ
ば
人
口
の.工

業

化I
n
d
l
r
i
a
r

 

sieung 

に
就
て
は
獨
逸
は
未
だ
英
國
に
及
ば
ざるも
の

マし.す
-0
•
 

-

急
激
な
る
都
會
生
活
の
筱
達.膨
脹
に
伴
ひ|

般
の
居 

^
狀

)1
も
亦
.全
く
面
目
を
'&
め
9
.

勞
働
者
及
中
產
pr
級

第

九
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ニ

l
\
b

) 

m
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